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第1条 [総則] 
1. 本約款は、セイコープレシジョン株式会社（以下「当社」といいます。）が、当

社の販売パートナー（以下「販売パートナー」といい、当社及び販売パート

刻認証サービス契約約款 
(5) 当社が、時刻認証事業者

ビス契約約款

パート
お客様に対し、変更後の約款適用開始日を事前に通知するものとし、

て、お客様に対し、

クン」（以下「TST」といいます。）とは、お客様の時刻

、アプリケーションソフトウェアの開発用ツールキット「タ

は時刻配信局、PKI認証
報をいいます。 

は、運用規程及び本約款の内容をご承

お客様が選択した以下のいずれかの態様に

サービスです。通信環境によりトランザクショ

す。 
当社は、運用規程及び本約款の定めに従い、お客様から発行要

の協議により、別途定め

じてお客様に事前に通知することにより、お客様のサービス料

（消費税を含む）を、販売パートナ

びTSTの失効確認を含むものとします。 

定期的に収集し､その情報内

本約款に基づいて発行された

等は賠償責任を負いませ

して損害が発生した場合 
定により本サービスを一時停止した場合 

(4) TSTの失効に起因して損害が発生した場合 

として一般に解読困難とされている暗号その他の
ュ

た場合 

においてお客様が選択した本サービスの態様に応じて、

(2)
   ものとします。ただし、

て、事前に当社等と協議のうえ、

場合、当社は、販売パー

時停止す

行があった場合（前項の場合を除く） 

ます。 

が、停止又は終了するような場合 

洩、偽造等、本サービスに重大な影響を及ぼす可能性が生じた

開示することができるものとします。 
として扱わないものとします。 

密情報によらず自らの開発により知得した情報 
手段により秘密保持義務を負うこ

記載のお客様情報の内容に変更が生じたときは、直ちに

出する
含

き、租税滞納

事由があるとき 

等は、お客様がお支払済みのサービス料金を返還する義務

、第10条の規定は本契約終了後３年間、第6条、第7条、第8

1. 本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的
合意管轄裁判所とします。 

以上 

ナ リ
ーをあわせて「当社等」という。）を通じて、お客様に提供するSEIKO Cyber Time
時刻認証サービス（以下「本サービス」といいます。）に適用されます。 

2. 当社は、本約款を変更する場合があります。この場合、当社は、販売 ナ
ーを通じて
当該適用開始日をもって変更後の約款が適用されるものとします。 

第2条 [定義] 
1. 「運用規程」（以下「運用規程」といいます。）とは、当社が定める「時刻認証

サービス運用規程」をいい、本サービスを利用するすべてのお客様に適用され
ます。運用規程は、お客様に直接書面で提示するか、又は以下のURLのリポジ
トリに公開します。なお、運用規程の定めが本約款の定めと異なる場合、運用
規程の定めが優先して適用されます。また、当社は、運用規程を変更する場合
があります。この場合、当社は、販売パートナーを通じ 変

お

更後の運用規程の適用開始日を事前通知します。 
URL：http://www2.seiko-cybertime.jp/repo.html 

2. 「タイムスタンプトー
認証要求に応じて、時刻情報を含む電子署名として当社が生成・発行する電子
証明書をいいます。 

3. 「タイムスタンプユニット」（以下「TSU」といいます。）とは、TSTを生成・
発行する装置をいいます。 

4. 「ユーザシステム」とは、お客様が本サービスを利用するために必要なハード
ウェア、ソフトウェア、通信回線等をいい、お客様は、ユーザシステムを自己
の責任と費用負担により準備、維持するものとします。ユーザシステムには、
時刻認証の要求及び検証に係る電子情報の送受信その他本サービスの利用に必
要なアプリケーションソフトウェアが含まれるものとします。なお当社は、お
客様の要求に応じて
イムスタンプSDK」の利用を、当社所定の利用条件により無償で許諾すること
ができます。 

5. 「秘密情報」とは、次の各号の情報を含むお客様、又
局若しくは当社の認証業務の信頼性が損なわれるおそれのある情
(1) 次条第1項の利用申込書に記載されたお客様情報 

のために当社がお客様に付与する識別情報 (2) 本サービス利用
(3) ユーザシステム及び当社時刻認証局のセキュリティに係る情報 

第3条 [本サービス] 
1. 本サービスのご利用にあたり、お客様 諾

場

のうえ、当社所定の利用申込書（以下「利用申込書」という。）により本サービ
ス利用申込みをするものとします。 

おいて2. 本サービスは、利用申込書に
より提供されるものとします。 
(1) 「Basicタイプ」 

TSUを他の利用者と共有する
ン品質に変動が生じる場合がある、ベストエフォート型サービスです。 

(2) 「HighPerformanceタイプ」 
TSUを特定利用者が占有することにより通信環境に影響を受けない、トラン
ザクションの安定性、信頼性が高い、帯域保証型のサービスで

3. ご利用開始後、
求に応じてTSTを発行し、本サービスを提供するものとします。 

第4条 [利用料金] 
1. お客様が利用されます本サービスの料金（以下「サービス料金」という。）及び

その支払条件については、お客様と販売パートナー る 1. お
ものとします。なお、販売パートナーと当社との間における諸条件等は、当該
両者間の協議により、別途定めるものとします。 

2. 経済情勢の著しい変動その他やむを得ない事由が生じた場合、当社は、販売パ
ートナーを通 金 の
を変更することがあります。 

第5条 [お支払] 
1. お客様は、前条に規定するサービス料金 ー 場合

にお支払いいただくものとします。 
第6条 [本サービスにおけるお客様の義務] 

1. お客様は、本サービスのご利用にあたり、運用規程を遵守するとともに、TST
を利用した結果に対する責任を負うものとします。 

2. お客様は、TSTの利用に際し、取得したTSTを検証するものとします。TSTの検
証には、TSTのハッシュ値と時刻認証の対象となった電子データのハッシュ値
が等しいことの確認、TST自体の署名確認、TSTに署名している秘密鍵に対応
する公開鍵証明書の失効確認、及

3. お客様は、TSTを複製・配布する場合、その利用者に対して本約款及び運用規
程を遵守させるものとします。 

4. お客様は、第2条第1項のリポジトリの公開情報を 容 定め
を都度確認するものとします。 

第7条 [本サービスにおける当社等の責任] 
1. 当社は、運用規程及び本約款の定めに従い、TSUが運用する時刻及びTSUのセ

キュリティを管理し、TSTの生成・発行を行う義務を負うほか、TSUにおける
暗号鍵が危殆化し、又はそのおそれが生じた場合、直ちに当該暗号鍵の失効及
び新たな暗号鍵の発行に関する手続、並びにお客様に対する暗号鍵失効の通知
を直接行うものとします。ただし、運用規程及び
TST及び時刻認証の対象となった電子データをお客様が使用した結果について
は、当社等は、責任を負わないものとします。 

2. 本サービスに関する当社等のお客様に対する責任は、前項の範囲に限られるも
のとし、適用される法令により許容される最大限の範囲において、当社等は、
賠償責任その他の保証及び責任を負わないものとします。また、法令により強
制される場合であっても、賠償総額は、利用申込書に記載する月額サービス料
金相当額を超えないものとし、当社等の責に帰すことのできない事由から生じ
た損害、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間
接損害、派生的損害、付随的損害、データ・プログラムの喪失については、当
社等は賠償責任を免れるものとします。 

3. 前項にかかわらず、次の各号に該当する場合、当社 ん。 
(1) お客様又は第三者の故意、過失、若しくは違法な行為、又は運用規程及び

2. 前項にかかわらず

本約款の違反に起因して損害が生じた場合 
(2) ユーザシステム又は第三者のシステムに起因
(3) 第8条の規

セキュリティを用いたにもかかわらず、当該暗号が解読され、又はセキ
ティが破られ

(6) 当社が、運用規程及び本約款に従い本サービスを適正に遂行した場合 
第8条 [制限行為等] 

1. お客様は、本サービス及び本サービス類似のサービスを、その顧客に提供して
はならないものとします。 

2. お客様は、利用申込書
以下の制限を受けるものとします。 
(1) 「Basicタイプ」 

   お客様は、TSTを商業活動に利用してはならないものとします。 
 「HighPerformanceタイプ」 
お客様は、TSTを商業活動に利用することができる

態様等につい客様は、当該利用の方法・
当社等の書面承諾を得るものとします。 

第9条 [本サービスの利用停止等] 
1. 第5条第1項に規定する、お客様によるお支払いがない

トナーを通じてお客様に予告することにより、その予告をした月の翌月以降、
本サービスの利用を一時停止する場合があります。 

2. 当社は、次の各号の場合、予告なしにお客様の本サービスの利用を一
る場合があります。 
(1) お客様の債務不履
(2) お客様が、違法に又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービス

を利用した場合 
(3) お客様が、他の本サービス利用者に支障を与える態様において本サービス

を利用した場合 
3. 当社は、次の各号の場合、その他の都合により予告なしに本サービスを停止す

る場合があり
(1) 火災、停電、不正アクセス等の事故により本サービスの停止がやむを得な

い場合 
(2) セキュリティ上、又は点検整備上、本サービスの停止がやむを得ない場合 
(3) 時刻配信局、又はPKI認証局
(4) TSUその他本サービスに係るシステムの重大な障害が発生し、本サービスの

継続が困難となった場合 
(5) 秘密鍵の漏

合 
第10条 [秘密保持] 

1. お客様及び当社等は、秘密情報（個人情報を含み、以下同様とする）を、本契
約の履行の目的にのみ使用するものとし、事前に相手方の書面による承諾を得
ることなく、第三者に開示、漏洩又は公表してはならないものとします。ただ
し、裁判所又は行政機関から法令に基づき開示を要請された場合は、開示内容
をすみやかに相手方に通知するとともに、適法に開示を強制された情報に限り、
かつ秘密である旨を明示することにより、

2. 前項にかかわらず、次の各号の情報は、秘密情報
(1) 開示されたときに公知であった情報 
(2) 開示されたときに既に所有していた情報 
(3) 開示された後、自らの責に帰すべき事由によらず公知となった情報 
(4) 開示された後、その秘

を有する第三者から合法的な(5) 正当な権限
となく入手した情報 

第11条 [変更通知] 
客様は、利用申込書

その変更内容を書面で販売パートナーに通知するものとします。 
第12条 [権利譲渡の禁止] 

書面承諾を得ることなく、本契約に基づく権利義務1. お客様は、当社等の事前の
全部又は一部を第三者に譲渡し、又は引き受けさせることができません。 

第13条 [輸出関連法令の遵守] 
1. お客様は、本サービスに関し当社等が提供する一切の物品又は役務を輸

び外国貿易法その他輸出関連法令（外国の輸出関連法令を、外国為替及
む）を遵守し、自らの責任において必要な手続をとるものとします。 

第14条 [解除・解約] 
1. お客様は、販売パートナーを通じて当社に3ヶ月前までに予告することにより、

本契約を解除することができます。 
2. 第9条第1項による本サービスの利用停止後、なお、お客様によるお支払が継続

してなされない場合は、事前にお客様に予告することにより、当社は販売パー
トナーを通じて、本契約を解除する場合があります。 

3. お客様及び販売パートナーは、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、
何ら催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。 
(1) 運用規程又は本約款の規定の一つにでも違背し、相手方から相当の期間を

た催告を受けたにもかかわらず、期間内にその違背を是正しなかった
とき 

(2) 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てを受けたと
処分を受けたとき、破産、民事再生手続若しくは会社更生手続開始の申立
てがあったとき、又はこれらと同様のおそれが生じたとき 

(3) 監督官庁より営業の取消し、又は停止等の処分を受けたとき 
(4) 事業譲渡、合併、会社分割、減資その他本契約を継続できないと認められ

る相当の
(5) お客様が第三者の支配下に実質的に入り、当社の利益を損なうと認められ

るとき 
当社4. 前各項の場合、

を負いません。 
第15条 [契約期間] 

1. 本契約の有効期間は、販売パートナーがお客様から本サービス利用申込書を受
領後、当社が、販売パートナーを通じて別途お客様に通知する利用開始日から
１年間とします。ただし、期間満了の１ヶ月前までにお客様又は販売パートナ
ーから、相手方に書面により何らの申し出もないときは、さらに１年間これを
延長し、以後も同様とします。 

条、第12条及び第13条の規定は、それ以降も有効に存続するものとします。 
第16条 [管轄裁判所] 


